
(証券コード9367)
平成28年６月６日

株 主 各 位
東京都港区芝浦四丁目６番８号

取締役社長 曽 根 好 貞

第67回定時株主総会招集ご通知
　

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、当社第67回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、

ご出席くださいますようご案内申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます

ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用

紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成28年６月23日（木曜日）午後５時15分

までに到着するように、ご返送くださいますようお願い申し上げます。
　

敬 具
記

1. 日 時 平成28年６月24日（金曜日）午前10時

2. 場 所 東京都港区芝浦三丁目16番18号

ホテルJALシティ田町・東京 地下１階「瑞祥」

（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

3. 目 的 事 項

報 告 事 項 1. 第67期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業

報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連

結計算書類監査結果報告の件

2. 第67期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）計算

書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 取締役６名選任の件

第２号議案 監査役１名選任の件

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出く

ださいますようお願い申し上げます。また、資源節約のため、この「招集ご通知」
をご持参くださいますようお願い申し上げます。

◎ なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正
すべき事項が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイト

（http://www.daito-koun.co.jp/）に掲載させていただきます。
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添付書類
事 業 報 告

（平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで）

1. 企業集団の現況に関する事項
　(1) 事業の経過およびその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府による経済政策や日銀の金融政策
等を背景に雇用や企業所得環境の改善が見られ、緩やかな回復基調となりました。
しかしながら、未だ個人消費や民間設備投資などが伸び悩み、先行きは不透明な
ものとなっております。
　海外においては、米国は昨年12月の米FRBの利上げにより金融正常化に向かい、
欧州も緩やかな景気回復傾向にあるものの、中国を始めとする新興国での景気減
速は、引き続き経済成長の重しとなっております。
かかる環境下、物流業界におきましては、欧州およびアジアからの輸入はおお

むね横ばい、米国からの輸入はこのところ弱含みの動きが見られました。
　また、輸出に関してはおおむね横ばいで推移致しました。
その中で当社取扱いの大きな部分を占める食品の輸入は、畜産物は豚肉を中心

に微増、水産物および果実・野菜等については減少となりました。
　鋼材の国内物流取扱いにおいては厳しい状況で推移致しました。
このような状況の中、当企業集団は「『ありがとう』にありがとう」のコーポレ

ートフィロソフィーの下で、第５次中期経営計画「新たな成長に向けて」の２年
目を迎え、その各施策一つひとつを着実に実行するとともに積極的な受注活動を
展開してまいりました。
その結果、当連結会計年度における連結売上高は前年同期間比0.4％増の193億

４百万円、連結経常利益は前年同期間比9.9％増の７億57百万円、親会社株主に帰
属する当期純利益は前年同期間比20.5％増の５億19百万円となり、第５次中期経
営計画２年目の実績も順調に推移致しました。
また、５つの計画骨子に関する進捗状況につきましては以下のとおりです。
①物流サプライチェーンの強化
運送能力の拡充を図るため、当社取引先の１社を関連会社として迎え入れま
した。

②派生業務参入
幅広い運送サービスを提供するため、第二種貨物利用運送事業免許の取扱モ
ードのうち内航船および外航船を新たに追加取得致しました。

③業務改善・効率化・生産性向上
全社的な生産性向上を図るべく既存業務基幹システムの全面的なリプレイス
に着手致しました。

④働きがいのある職場づくり
会社の制度や環境について職員がどのように感じているかを理解し、働きが
いのある職場を目指すために社員意識調査アンケートを実施致しました。

⑤人財への育成・専門性の向上
研修制度の充実を図るため、社内研修や外部研修以外にも職員の自己啓発を
経済的に援助する事を目的に自己啓発支援制度を導入致しました。
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　 セグメント別の営業状況は、次のとおりであります。

　 [港湾運送事業および港湾付帯事業]

　港湾運送事業は、港湾施設使用料収入が減少したため、売上高は前年同期間比

1.3％減の94億27百万円となりました。

　陸上運送事業は、トラック運送料収入が増加したため、売上高は前年同期間比

0.3％増の33億34百万円となりました。

　倉庫業は、保管料収入が増加したため、売上高は前年同期間比6.4％増の41億35

百万円となりました。

　通関業は、命令検査料収入が減少したため、売上高は前年同期間比1.9％減の20

億66百万円となりました。

　この結果、港湾運送事業および港湾付帯事業の売上高は前年同期間比0.5％増の

189億63百万円となりました。

　 [その他事業]

　その他事業は、滅却料収入が減少したため、売上高は前年同期間比4.9％減の３

億41百万円となりました。

　 セグメント別売上高
　 (単位：千円）

区 分

前連結会計年度

（平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで）

当連結会計年度

（平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで）

売上高

増 減
（％）金 額 構成比

（％）
金 額 構成比

（％）

港 湾 運 送 事 業 9,554,918 49.7 9,427,237 48.8 △1.3

陸 上 運 送 事 業 3,325,772 17.3 3,334,273 17.3 0.3

倉 庫 業 3,887,321 20.2 4,135,345 21.4 6.4

通 関 業 2,105,401 10.9 2,066,341 10.7 △1.9

港湾運送事業および港湾付帯事業 18,873,413 98.1 18,963,199 98.2 0.5

そ の 他 事 業 359,330 1.9 341,717 1.8 △4.9

合 計 19,232,744 100.0 19,304,916 100.0 0.4
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（2）対処すべき課題

来期の景気見通しにつきましては、雇用環境こそ改善が続くと見込まれるもの

の期初からの円高が企業収益に及ぼす影響ならびに個人消費の低迷から、先行き

については不透明感が続くものと思われます。

　米国においては引き続き、金融正常化や原油価格下落の影響に留意が必要では

あるものの回復基調が続くと見込まれます。欧州についても景気は緩やかな回復

が続くと期待されます。一方、米国と並び当社業務と関係の深い中国・アジア諸

国では一部で持ち直しの動きが見られるものの成長が減速する懸念があります。

当社主業の食品の輸入取扱いにおきましては、実質所得の大幅な上昇は期待し

がたいこと、人口が漸減の環境下ではインバウンドの増加こそあれども食品消費

量全体の増加は見込みがたいことから、その業績進展には予断を許さないものが

あります。

　また鋼材の国内物流取扱いにおきましても引き続き厳しい見通しで、今後の当

企業集団を取り巻く環境は楽観視できない状況が続くものと思われます。

このような状況のもと、来期の当企業集団は引き続き、コーポレートフィロソ

フィーである「『ありがとう』にありがとう」を掲げ、来期（平成29年３月期）を

最終年度とした３ヵ年間の「第５次中期経営計画」に則り、５つの計画骨子に取

り組み、～新たな成長に向けて～を経営ビジョンとして全社一丸となって更なる

発展を目指してまいります。
　

第５次中期経営計画の骨子は、以下のとおりです。
　

（1） 物流サプライチェーンの強化

当社の取引先１社を関連会社に迎え入れた事を機に、より一層の運送

能力拡充を図ってまいります。

（2） 派生業務参入

第二種貨物利用運送事業免許の取扱モードのうち内航船および外航船

を追加取得した事を含め、業務範囲の拡大による幅広いサービスを提

供してまいります。

（3） 業務改善・効率化・生産性向上

全社的な生産性向上を図るべく既存の業務基幹システムの全面的なリ

プレイスを進めてまいります。

（4） 働きがいのある職場づくり

働きがいのある職場を目指すための一助として行った社員意識調査ア

ンケートに基づき、更なる改善に取り組んでまいります。

（5） 人財への育成・専門性の向上

社内研修制度の深化に加え、職員の自己啓発を経済的に援助する事を

目的として導入している自己啓発支援制度の拡充も図り、人財への育

成に注力してまいります。
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来期の連結売上高は195億円、連結営業利益は６億70百万円、連結経常利益

は６億70百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は４億50百万円を予想して

おります。

　

株主の皆様には今後とも引き続き一層のご支援を賜りますようよろしくお願い

申し上げます。
　

　(3) 資金調達の状況

　 特記すべき事項はありません。

　

　(4) 設備投資の状況

特記すべき事項はありません。

　

　(5) 財産および損益の状況の推移

　(単位：千円)

区 分
第 64 期

（平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで）

第 65 期

（平成25年４月１日から
平成26年３月31日まで）

第 66 期

（平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで）

第 67 期

（平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで）

売 上 高 17,660,866 18,737,997 19,232,744 19,304,916

経 常 利 益 487,896 612,130 689,158 757,298

親会社株主に帰属する当期純利益 283,177 358,307 431,326 519,747

１株当たり当期純利益 30円17銭 38円18銭 45円96銭 57円21銭

総 資 産 9,838,689 9,992,613 10,737,213 10,492,159

純 資 産 3,627,413 3,989,367 4,438,012 4,531,265

１株当たり純資産額 386円48銭 425円08銭 472円95銭 509円26銭

　

　(6) 重要な子会社の状況

① 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 出資の比率 主 要 な 事 業 内 容

千円 ％

大 東 運 輸 倉 庫 株 式 会 社 42,000 100 倉庫業、陸上運送事業

株 式 会 社 大 東 物 流 機 工 300,000 100 陸上運送事業

大東港運(江陰)儲運有限公司 185,000 100 倉庫業

株式会社ダイトウサービス 20,000 100 労働者派遣事業、倉庫荷役事業

　

― 5 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2016年05月23日 16時25分 $FOLDER; 5ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



② 事業年度末日における特定完全子会社の状況

特定完全子会社に該当する子会社はありません。

　

　(7) 主要な事業内容

港湾運送事業、陸上運送事業、倉庫業、通関業、損害保険代理業

　(8) 主要な事業所

　 ① 当社本社 東京都港区芝浦四丁目６番８号

　 ② 当社の主要な事業所

事 業 所 名 所 在 地

横 浜 支 店 横浜市中区

川 崎 支 店 川崎市川崎区

京 葉 支 店 千葉県船橋市

大 阪 支 店 大阪市港区

神 戸 営 業 所 神戸市中央区

福 岡 営 業 所 福岡市博多区

　 ③ 子会社の主要な事業所

事 業 所 名 所 在 地

大東運輸倉庫株式会社 神奈川県相模原市

株式会社大東物流機工 千葉県船橋市

大東港運（江陰）儲運有限公司 中国江蘇省江陰市

株式会社ダイトウサービス 千葉県船橋市

　(9) 従業員の状況

従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 令 平均勤続年数

名 名 才 年

男 性 246 増１ 42.3 16.0

女 性 85 増２ 33.0 8.5

合 計 ま た は 平 均 331 増３ 39.9 14.1

　(注)1.従業員数は、就業人員であり、臨時従業員を含んでおりません。
2.平均年令、平均勤続年数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

　 3.平均年令、平均勤続年数は、他社からの受入出向者を除き、他社へ出向して
　 いる者を含む正社員についての当期末の数値を算出しています。
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　(10) 主要な借入先

借 入 先 借 入 金 残 高

千円

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 710,000

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 587,750

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 540,000

株 式 会 社 り そ な 銀 行 59,476

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 51,000

株 式 会 社 横 浜 銀 行 9,000

（注）当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と貸出コ
　 ミットメント契約を締結しております。
　 当期末における貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は以下のとおり
　 であります。
　 貸出コミットメントの総額 500百万円
　 借入実行残高 -百万円
　 差引額 -百万円
　
　(11) その他企業集団の現況に関する重要事項

　

当社は社会貢献活動として、東京都港区立芝浦小学校に対し、交通安全意識
　 の高揚を図るための専用掲示板を寄贈しております。

2. 会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 37,589,000株
(2) 発 行 済 株 式 総 数 8,897,757株 (自己株式491,243株を除く）
(3) 株 主 数 930名
(4) 大 株 主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
株 ％

協 友 商 事 株 式 会 社 1,275,000 14.32

株 式 会 社 住 友 倉 庫 796,000 8.94

富 士 火 災 海 上 保 険 株 式 会 社 700,000 7.86

神 鋼 物 流 株 式 会 社 600,000 6.74

横 浜 冷 凍 株 式 会 社 438,000 4.92

曽 根 好 貞 324,000 3.64

大 東 港 運 社 員 持 株 会 321,351 3.61

田 中 孝 一 300,000 3.37

日 塩 株 式 会 社 294,000 3.30

大 東 港 運 取 引 先 持 株 会 275,000 3.09

(注) 1. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
2. 持株比率については、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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3. 会社役員に関する事項
　(1) 取締役および監査役の氏名等

氏 名 地位、担当および重要な兼職の状況

曽 根 好 貞 代表取締役社長（通関総括管理室管掌）

荻 野 哲 司 常務取締役（社長補佐、管理部門、内部監査室、通関部門管
掌）

相 島 正 宏 取締役、神鋼物流株式会社常勤監査役

持 田 哲 夫 取締役（大阪支店長、神戸営業所・福岡営業所管掌）

日下部 正 取締役（営業部門管掌）

北 田 寿 男 取締役（業務部、横浜支店、川崎支店、京葉支店管掌）

高 橋 康 秀 常勤監査役

鎌 田 栄次郎 監査役

芳 村 則 起 監査役

　 (注) 1. 相島正宏氏は、社外取締役であります。
2. 監査役鎌田栄次郎および芳村則起の両氏は、社外監査役であります。なお

両氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるお
それのない独立役員であります。

3. 監査役鎌田栄次郎氏は、銀行業務の経験から財務面に対する高い見識を有
しております。

4. 監査役芳村則起氏は、弁護士としての経験から法務に関する高い見識を有
しております。

5. 平成27年６月26日開催の第66回定時株主総会において、芳村則起氏が新た
に監査役に選任され、就任いたしました。

6. 平成27年６月26日開催の第66回定時株主総会終結の時をもって、敦賀照光
および小野寺哲男の両氏は任期満了により取締役を退任いたしました。

7. 平成27年６月26日開催の第66回定時株主総会終結の時をもって、宮本朝夫
氏は任期満了により監査役を退任いたしました。

8. 平成27年６月26日付をもって、取締役の担当を次のとおり変更いたしまし
た。
常 務 取 締 役 荻 野 哲 司 社長補佐、管理部門、内部監査室、通関

部門管掌
取 締 役 日下部 正 営業部門管掌
取 締 役 北 田 寿 男 業務部、横浜支店、川崎支店、京葉支店

管掌
9. 当社は平成22年７月１日付で執行役員制度を導入しております。

なお、平成28年３月31日現在の執行役員の役位、担当は以下のとおりであ
ります。
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●執行役員の氏名等

氏 名 役 位 担 当

鈴 木 栄 次 執 行 役 員
岩 﨑 覚 之 執 行 役 員 経理部長委嘱、総務部担当

田 村 容 一 執 行 役 員 横浜支店長委嘱

田 島 栄 太 執 行 役 員 営業第五部長委嘱

伊 串 昇 執 行 役 員 総合企画部長委嘱
※なお、管理部は平成28年２月１日付けで総務部に名称変更しております。

　(2) 責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づ

き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

　当社の社外取締役は、会社法第423条第１項の責任につき、会社法第425条第

１項に規定する最低責任限度額をもって、また社外監査役は金360万円または会

社法第425条第１項に規定する最低責任限度額のいずれか高い金額をもって、損

害賠償責任の限度としております。

　(3) 取締役および監査役の報酬等の額

　 取締役７名 112,597千円

　 監査役４名 21,676千円（うち社外３名7,200千円）

(注) 期末現在の人員数は取締役６名、監査役３名であります。なお社外取締役
１名は無報酬であります。

　(4) 社外役員に関する事項

　 ① 重要な兼職先と当社との関係

　 1) 取 締 役 相 島 正 宏

1.他の法人等の業務執行者の兼職状況

　該当ありません。

2.他の法人等の社外役員との兼職状況

　該当ありません。

　 2）監 査 役 鎌 田 栄次郎

1.他の法人等の業務執行者の兼職状況

該当ありません。

2.他の法人等の社外役員との兼職状況

　該当ありません。
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　 3）監 査 役 芳 村 則 起

1.他の法人等の業務執行者の兼職状況

該当ありません。

2.他の法人等の社外役員との兼職状況

　該当ありません。

　 ② 当事業年度における主な活動状況

　 1) 取 締 役 相 島 正 宏

主な活動状況

　当期開催の取締役会12回全てに出席し、会社経営層としての経験を活か

して、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

　 2) 監 査 役 鎌 田 栄次郎

主な活動状況

　当期開催の取締役会12回全てに出席、また監査役会13回全てに出席し、

主に出身分野である金融機関を通じて培った高度な知識・見地から、議案

審議等に必要な発言を適宜行っております。

　 3) 監 査 役 芳 村 則 起

主な活動状況

　平成27年６月26日の就任後、10回開催した取締役会のうち全て、また10

回開催した監査役会のうち全てに出席し、弁護士として培われた高度で専

門的な知識・経験をもとに、議案審議等に必要な発言を適宜行っておりま

す。

4. 会計監査人に関する事項

　(1) 会計監査人の名称

　 新日本有限責任監査法人

　(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

① 当事業年度に係る報酬等の額

28,000千円

② 当社および子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

28,000千円
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(注) 1. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及
び報酬見積の算出根拠などが適切であるかどうかについて検討を行った
うえで、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金
融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておりませんので、
①の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めておりま
す。

（3）非監査業務の内容

　該当はありません。

　(4) 責任限定契約の内容の概要

　当社定款において、会計監査人との間で会社法第423条第１項の賠償責任につい

て法令に定める要件に該当する場合には責任限定契約を締結することができる旨

を定めておりますが、現時点では同契約を締結しておりません。

　(5) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　当社は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、

監査役会の決議により会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定

し、取締役会が当該議案を株主総会に上程いたします。会計監査人が会社法第340

条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役の

全員の同意により会計監査人を解任いたします。

　(6) 過去２年間に業務の停止の処分を受けた者に関する事項

　当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人は、平成27年12月22日、金融

庁から、契約の新規の締結に関する業務の停止３ヶ月（平成28年１月１日から同

年３月31日まで）の処分を受けました。同監査法人は、平成28年１月29日に金融

庁に業務改善計画を提出し、監査品質の向上と課題の抜本的解決のため、ガバナ

ンス機能の強化、組織体制の変更、組織風土の改革、人事制度の改革、及び監査

現場の改革等の施策を実施していること、当社に対する監査業務は適正かつ厳格

に遂行されていることを評価し、今後も同監査法人による継続的な監査を行うこ

とが最善との判断に至っております。
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5. 会社の体制及び方針

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制その他業務の適正を確保するための体制

① 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する

ことを確保するための体制

イ．「法令遵守規定」における遵守事項（行動基準）並びに「就業規則」におい

て、当社グループの全役職員に法令並びに社内規定等の遵守の徹底を図り、

年１回、当社グループに従事する全役職員・臨時雇用者より徴求する「誓

約書」において法令等を遵守する旨の誓約を求めることとします。

ロ．法令並びに社内規定等の遵守状況の検証を行うため「コンプライアンス・

リスク委員会」を設け、また上部組織として当社グループ全体を統括する

ための「コンプライアンス・リスク全社統括委員会」を設けることとしま

す。同委員会での協議内容は定期的に経営会議並びに取締役会に報告する

こととします。

ハ. 内部監査室は、「内部監査規定」に基づき業務全般における法令並びに社内

規定等の遵守状況、職務の執行手順及び執行状況について当社及び子会社

に対して定期的に内部監査を実施し、問題点の把握、改善を要する事項を

代表取締役社長に報告することとします。

　 また、「輸出入関連業務に係る法令遵守規定」に基づき輸出入関連業務全般

における法令並びに社内規定等の遵守状況、職務の執行手順及び執行状況

について定期的に監査を実施し、問題点の把握、改善を要する事項を代表

取締役社長に報告することとします。

　 ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

イ．取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱いは、「内部情報および内部者

取引管理規定」、「情報管理・秘密保持規定」、「文書管理規定」等の社内規

定並びに各基準書等に従い、適切に保存及び管理を行うこととします。な

お、必要に応じてその運用状況の検証、各規定の見直し等を行うこととし

ます。

ロ．取締役及び監査役は、当該情報・文書を常時閲覧できるものとし、検索・

閲覧が迅速かつ適切に行われるよう保存管理の整備に努めることとします。

　 ③ 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ．「コンプライアンス・リスク委員会」において当社グループの全役職員にリ

スクに対する意識の向上を促し、リスク管理体制の強化に努めます。また

各部署長が当委員会の部署委員長として、常に自部署及び各子会社の対応

状況を把握し、定期的または必要に応じて開催する当委員会に報告し、対

応・改善策を協議し、リスクの早期発見と迅速かつ適切な改善等の対応を

行うこととします。
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ロ．各部署は「業務分掌規定」及び「職務権限明細表」に基づき付与された権

限において、リスクの発生を未然に防ぐ体制とし、万一リスクが顕在化し

た場合は迅速かつ適切な改善等の対応を行うこととします。ただし、重大

なリスクや全社横断的なリスクは各部署長が速やかにコンプライアンス・

リスク委員会に報告し、対応・改善策を協議することとします。

ハ．リスクの内在及びリスク管理体制の有効性について内部監査を行います。

また、内部監査において発見されたリスクは、コンプライアンス・リスク

委員会及び当該部署長並びに監査役に報告され、委員会並びに当該部署は

迅速かつ適切な改善等の対応を行うこととします。

ニ．当社は不測の事態に備え、また危機管理体制の一環として、事業継続を行

うため、当社グループを対象とする危機管理マニュアルの作成を行い、当

社グループの全役職員に周知することとします。

④ 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するた

めの体制

イ．当社取締役会は、定例の取締役会を毎月１回開催し、必要に応じて臨時取

締役会を開催し、法令等で定められた事項、経営に関する重要事項を決定

するとともに、取締役の職務の執行を監督するものとします。

ロ．当社経営会議は、常勤取締役及び常勤監査役、執行役員で構成し、毎月２

回定時に開催するほか、必要に応じて随時開催し、迅速な意思決定、情報

の共有化、業務執行状況が把握できる体制を執るものとします。また、意

思決定等の重要事項は各部署長に伝達され、各部署長は伝達事項等に基づ

き各部署の業務を執行するものとします。

ハ．職務執行を効率的かつ適正に行うため、当社の基本理念並びに経営方針に

則った中期経営計画を策定します。また中期経営計画を具現化するため各

子会社を含めた各部署の業績目標値及び予算配分等を設定した単年度計画

を策定し、経営会議及び部署長会議において目標の進捗状況を報告するこ

ととします。

⑤ 財務報告の信頼性を確保するための体制

イ. 当社並びに当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、会計基準そ

の他関連する諸法令を遵守するとともに、「経理規定」等の社内規定を整備

し、財務報告において不正・誤謬が発生するリスクの管理に務め、定期的

に予防・牽制機能を評価し、不備があれば是正する体制を構築していくも

のとします。

ロ．内部監査室は、財務報告に係る内部統制プロセスについて監査を行います。

監査において是正・改善を要する事項が発見された場合は、主管部署並び

に関係部署が対策を講じることとします。
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⑥ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

イ. 子会社においては、定時取締役会を３ヶ月に１回開催し、必要に応じて臨

時取締役会を開催するものとし、法令等で定められた事項、経営に関する

重要事項を決定するとともに、重要な事象が発生した場合の報告を義務付

け、取締役の職務の執行を監督するものとします。

ロ．子会社の経営については自主性を尊重しつつ、当社から最低１名以上の取

締役または監査役を派遣し、当社の経営方針・意思決定事項を伝達すると

ともに、子会社が適正に運営されていることを確認するものとします。

ハ．当社社長及び子会社社長で構成する社長会を年１回定時に開催するほか、

必要に応じて随時開催するものとし、子会社社長に当社の経営方針の理解

を求めるとともに、当社グループの連携強化を図るものとします。

ニ．子会社においても、当社グループの中期経営計画を具現化するため単年度

計画を策定し、業績目標値を定め、毎月の業績の進捗状況等を当社経営会

議にて報告させるよう義務づけるものとします。

ホ．子会社は、当社「関係会社管理規定」、「連結財務諸表作成のための関係会

社の統一経理規定」及び基準書等に従い、経理業務の基準を当社グループ

で統一するものとします。

また、子会社は毎月当社経理部に財務諸表等を報告し、経理部では内容の

検証を行うこととします。

⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する体制及び監査役がその職務を補助すべき使用人の取締役から

の独立性に関する事項

イ．社長室、内部監査室、通関総括管理室、総合企画部、総務部及び経理部は、

監査役からの要請に応じて監査役の職務を補助するものとします。

ロ．監査役会の職務を補助する事務局には、最低１名以上の使用人を任命する

ものとします。また、事務局に任命された使用人は、事務局の執務にあた

っては最優先で取り組み、監査役の指揮命令に従うこと、また取締役及び

当該使用人の上司となる使用人は、当該使用人の事務局の執務を妨げない

こととします。

ハ．監査役の職務を補助する事務局に任命される使用人の人事に関しては、監

査役と事前協議のうえで行うこととします。

ニ．内部監査室は、監査役の要請による監査を他の監査に優先して行うものと

し、取締役及び当該部署の上司となる使用人は、監査役の要請による監査

を妨げないこととします。
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⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に

関する体制

イ．監査役は、取締役会、経営会議に出席し重要な検討事項、意思決定の内容

を確認することとします。また、常勤監査役はコンプライアンス・リスク

全社統括委員会等の重要な会議に出席して、当社グループの内部監査、コ

ンプライアンス・リスク等の現状を検討・決定事項の内容を確認するか、

会議の内容・結果の報告を受けるものとします。

ロ．当社及び子会社の取締役及び使用人は、法令の違反行為、重要事項の発生

または当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす恐れのある事項が発生

した場合は、その内容を直接速やかに監査役へ報告するものとします。

ハ．当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に対して直接報告することに

よって、報告を行った取締役及び使用人に対して、当該報告をしたことを

理由としていかなる不利益な取り扱いも行わないこととします。

ニ．その他、監査役が必要と認めた事項について、報告を求められたときは当

社及び子会社の取締役及び使用人は可及的速やかに適切な報告を行うもの

とします。

　 ⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ．監査役と代表取締役は、定期的にまたは必要に応じて会合を開催し、経営

方針その他必要事項について相互理解を深めるものとします。

ロ．内部監査室は、内部監査計画及び監査結果を監査役に報告し、監査の連携

強化に努めるものとします。

ハ．全役職員は、監査役が必要に応じて弁護士・会計監査人等の外部専門家か

ら、監査業務に必要な助言を受ける機会を妨げてはならないものとします。

ニ．外部専門家への相談に関して、その費用は会社が負担するものとし、前払

い又は償還手続きに速やかに応じるものとします。

⑩ 反社会的勢力排除に向けた体制

イ．当社及び当社グループは、「法令遵守規定」において社会・政治との適正な

関係を保つため「反社会的勢力並びに反社会的勢力と関係のある取引先と

は取引を行わず、不当な要求等に屈しない」旨を規定しており、全役職員

はこれらとの関係を一切遮断し、不当な要求等に対して毅然とした対応を

行うこととします。

ロ．総務部を反社会的勢力の対応を統括する部署とし、情報を集約し一元的に

管理するとともに、万一、反社会的勢力から不当要求を受けた時に適切な

助言、協力を得ることができるよう平素より警察、弁護士等の外部専門機

関との連携強化を図ることとします。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

①当社では代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス・リスク全社統括

委員会を月１回開催し、各部署及びグループ会社から報告されたリスクマネ

ジメントのレビューを実施して全社的に情報共有を図り、リスク回避に努め

ました。また当該内容は３ヶ月に１回、法令遵守等の報告について取締役会

で報告しております。

②当社では内部監査室が策定した内部監査計画書に基づき、業務監査、ＡＥＯ

監査、その他特例による監査を各部署年１回を基本とし適宜実施し、監査調

書による報告会を行いました。また、必要に応じて是正指導を行い、後日フ

ォローアップ監査も行いました。

③当社では全社的に内部統制の評価範囲を決定して、各統制項目別に整備状況

評価及び運用状況評価を実施致しました。また当該内容は３ヶ月に１回、内

部統制の進捗状況について取締役会で報告しております。

④当社では不祥事及び法令違反、パワーハラスメント等の早期発見のため従業

員らに情報を呼びかけるコンプライアンス相談窓口を設けております。また

相談することによって不利益になるようなことがないよう十分に配慮してお

ります。

　(3) 会社の支配に関する基本方針

　当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基

本方針については、特に定めておりません。
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　(4) 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、株主の皆様への長期的な利益還元を重要な課題と考え、安定的な配当

を行うことを基本としております。

　加えて、経営基盤の整備状況や業績動向を踏まえ、適切な配当水準を継続的に

維持することにより、株主の皆様のご期待に応えてまいりたいと考えております。

　平成28年３月期の期末配当につきましては、平成28年５月13日開催の取締役会

において前年実績と同様に、１株当たり８円00銭と決議させていただきました。

また、内部留保につきましては、財務の健全性に留意しつつ、今後の事業展開を

踏まえた投資原資として備えることとしており、次のとおり決議させていただき

ました。

　
① 決議された期末配当に関する事項

　 イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

　 当社普通株式１株につき金８円 総額 71,182,056円

　 ロ 剰余金の配当が効力を生ずる日

　 平成28年６月27日

　
② 決議された剰余金の処分に関する事項

　 イ 増加する剰余金の項目およびその額

　 別途積立金 290,000,000円

　 ロ 減少する剰余金の項目およびその額

　 繰越利益剰余金 290,000,000円

本事業報告中の記載金額については、単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表

(平成28年３月31日現在)

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部) 10,492,159 (負 債 の 部) 5,960,894

流 動 資 産 4,977,746 流 動 負 債 3,088,179

現 金 及 び 預 金 1,384,629 支払手形及び営業未払金 1,620,005

受取手形及び営業未収入金 2,825,718 短 期 借 入 金 614,015

た な 卸 資 産 278,040 リ ー ス 債 務 28,667

前 払 費 用 55,138 未 払 費 用 171,115

未 収 入 金 29,019 未 払 法 人 税 等 147,616

繰 延 税 金 資 産 114,397 未 払 消 費 税 等 61,649

そ の 他 309,804 賞 与 引 当 金 281,845

貸 倒 引 当 金 △ 19,002 そ の 他 163,263

固 定 資 産 5,514,413 固 定 負 債 2,872,715

有 形 固 定 資 産 3,177,991 長 期 借 入 金 1,343,211

建 物 及 び 構 築 物 654,862 リ ー ス 債 務 38,576

機 械 装 置 及 び 運 搬 具 137,163 再評価に係る繰延税金負債 161,263

土 地 2,282,394 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 4,704

リ ー ス 資 産 62,231 退 職 給 付 に 係 る 負 債 1,187,752

そ の 他 41,338 長 期 未 払 金 69,140

無 形 固 定 資 産 212,267 そ の 他 68,067

ソ フ ト ウ ェ ア 31,620

電 話 加 入 権 10,820

施 設 利 用 権 151,826 (純 資 産 の 部) 4,531,265

ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 18,000 株 主 資 本 4,359,059

投資その他の資産 2,124,154 資 本 金 856,050

投 資 有 価 証 券 787,612 資 本 剰 余 金 625,295

長 期 貸 付 金 43,116 利 益 剰 余 金 3,071,850

破 産 更 生 債 権 等 60,447 自 己 株 式 △ 194,136

長 期 前 払 費 用 28,010 その他の包括利益累計額 172,205

保 険 積 立 金 744,855 その他有価証券評価差額金 122,703

繰 延 税 金 資 産 321,630 土 地 再 評 価 差 額 金 56,288

そ の 他 197,055 為 替 換 算 調 整 勘 定 19,366

貸 倒 引 当 金 △ 58,573 退職給付に係る調整累計額 △ 26,153

資 産 合 計 10,492,159 負 債 純 資 産 合 計 10,492,159
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連 結 損 益 計 算 書

(平成27年４月１日から平成28年３月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

営 業 収 益 19,304,916

営 業 原 価 15,098,890

営 業 総 利 益 4,206,025

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,436,162

営 業 利 益 769,863

営 業 外 収 益

受 取 利 息 3,965

受 取 配 当 金 12,100

受 取 保 険 金 11,785

受 取 地 代 家 賃 8,229

そ の 他 7,316 43,396

営 業 外 費 用

支 払 利 息 24,959

持 分 法 に よ る 投 資 損 失 9,750

複 合 金 融 商 品 評 価 損 19,855

支 払 手 数 料 784

そ の 他 613 55,962

経 常 利 益 757,298

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 65,336

補 助 金 収 入 25,000 90,336

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 56

投 資 有 価 証 券 評 価 損 11,811

会 員 権 売 却 損 614 12,482

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 835,152

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 270,035

法 人 税 等 調 整 額 45,369 315,405

当 期 純 利 益 519,747

親会社株主に帰属する当期純利益 519,747
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連結株主資本等変動計算書

(平成27年４月１日から平成28年３月31日まで)

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 856,050 625,295 2,627,173 △1,680 4,106,838

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △75,070 △75,070

親会社株主に帰属
する当期純利益

519,747 519,747

自己株式の取得 △192,456 △192,456

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 ― ― 444,677 △192,456 252,221

当 期 末 残 高 856,050 625,295 3,071,850 △194,136 4,359,059

　
その他の包括利益累計額

純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

土地再評価
差 額 金

為替換算
調整勘定

退 職 給 付
に係る調整
累 計 額

その他の包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 154,621 47,229 23,154 106,169 331,174 4,438,012

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △75,070

親会社株主に帰属
する当期純利益

519,747

自己株式の取得 △192,456

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

△31,917 9,058 △3,787 △132,322 △158,968 △158,968

当期変動額合計 △31,917 9,058 △3,787 △132,322 △158,968 93,252

当 期 末 残 高 122,703 56,288 19,366 △26,153 172,205 4,531,265
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連 結 注 記 表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等

　(1) 連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の状況

連結子会社の数 ４社

主要な連結子会社の名称 大東運輸倉庫㈱

㈱大東物流機工

大東港運（江陰）儲運有限公司

㈱ダイトウサービス

② 主要な非連結子会社の状況

主要な非連結子会社の名称 ダイトウ保険センター㈱

連結の範囲から除いた理由 ダイトウ保険センター㈱は総資産、売上高、

当期純損益及び利益剰余金（持分に見合う額）

等がいずれも連結計算書類に重要な影響を及

ぼさないため、連結の範囲から除外しており

ます。

　(2) 持分法の適用に関する事項

　 ① 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

　 持分法を適用した非連結子会社はありません。

持分法を適用した関連会社

の数

１社

主要な持分法適用関連会社

の名称

丸田運輸倉庫㈱

当連結会計年度において、丸田運輸倉庫㈱の

株式を取得し持分法適用関連会社といたしま

した。

　 ② 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の状況

主要な会社の名称 ダイトウ保険センター㈱

持分法を適用しない理由 子会社である、ダイトウ保険センター㈱は当

期純損益及び利益剰余金（持分に見合う額）

等からみて、持分法の対象から除いても連結

計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、

全体としても重要性がないため、持分法の適

用範囲から除外しております。
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２．会計方針に関する事項

　(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

　 ① 有価証券の評価基準及び評価方法

　 その他有価証券

　時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差

額は、全部純資産直入法により処理し、売却

原価は、移動平均法により算定）

　時価のないもの 移動平均法による原価法

デリバティブ 時価法

　 ② たな卸資産の評価基準及び評価方法

　仕掛作業支出金 個別法による原価法

（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

　貯 蔵 品 最終仕入原価法

ただし、軽油については総平均法

（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

　(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

主として定率法

ただし、親会社の大阪支店サントリー物流セ

ンター・東扇島倉庫B棟・三木インランドデポ

に属する有形固定資産及び平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附属設備を除く）

は定額法。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

　 建物及び構築物 ３～50年
② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

③ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法を採用しております。
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　(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸 倒 引 当 金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能
性を勘案し、回収不能見込額を計上しており
ます。

② 賞 与 引 当 金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額のうち当連結会計年
度の負担額を計上しております。

③ 役員退職慰労引当金 子会社の役員退職慰労金の支出に備えるため、
内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計
上しております。

　(4) その他連結計算書類の作成のための重要な事項
① ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジによっております。

なお、金利スワップについては特例処理の要
件を満たす場合は特例処理を採用しておりま
す。

② 退職給付に係る会計処理
の方法

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に
備えるため、当連結会計年度末における見込
額に基づき、退職給付債務から年金資産の額
を控除した額を計上しております。なお、退
職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額
を当連結会計年度までの期間に帰属させる方
法については、給付算定式基準によっており
ます。
過去勤務費用は、主としてその発生時の従業
員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10
年）による定額法により費用処理しておりま
す。
数理計算上の差異は、主として各連結会計年
度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（10年）による定額法に
より按分した額を、それぞれ発生の翌連結会
計年度から費用処理しております。
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務
費用については、税効果を調整の上、純資産
の部におけるその他の包括利益累計額の退職
給付に係る調整累計額に計上しております。
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③ 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によってお

ります。なお、資産に係る控除対象外消費税

等につきましては、全額費用として処理して

おります。

(会計方針の変更）
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号平成25年９月13日。以下

「企業結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計

基準第22号平成25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分

離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号平成25年９月13日。以下「事業

分離等会計基準」という。）等を、当連結会計年度から適用し、支配が継続し

ている場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として

計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上

する方法に変更いたしました。

また、当連結会計年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な

会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しが企業結合の翌年度に行わ

れた場合には、当該見直しが行われた年度の期首残高に対する影響額を区分

表示するとともに、当該影響額の反映後の期首残高を記載する方法に変更い

たします。加えて、当期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配

株主持分への表示の変更を行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、

連結会計基準第44－５項（４）及び事業分離等会計基準第57－４項（４）に

定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点から将来に

わたって適用しております。

これによる連結計算書類に与える影響はありません。

３．連結貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 　 1,240,111千円

(2) 担保に供している資産 建 物 及 び 構 築 物 254,376千円

土 地 1,226,872千円

計 1,481,249千円

(上記に対応する債務）

短 期 借 入 金 442,515千円

長 期 借 入 金 1,314,711千円

計 1,757,226千円
　(3) 事業用土地の再評価

 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地
の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（平成11年３月31日公布法律第24
号）に基づき、平成12年３月31日に事業用土地の再評価を行い、土地再評価差額
金を純資産の部に、再評価に係る繰延税金負債を負債の部に計上しております。

― 24 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2016年05月23日 16時25分 $FOLDER; 24ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



　 (再評価の方法）
 「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２
条第１項に定める算定方法により路線価または固定資産税評価額に基づいて算出
しております。
　なお、同法律第10条に定める再評価を行った土地の当連結会計年度末における
時価評価額（770,288千円）と再評価後の帳簿価額（1,412,637千円）との差額は
642,349千円であります。

　

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数 普 通 株 式 9,389,000株
　(2) 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

平成27年５月15日
取締役会

普通株式 75,070 8.00 平成27年３月31日 平成27年６月29日

　(3) 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

平成28年５月13日
取締役会

普通株式 利益剰余金 71,182 8.00 平成28年３月31日 平成28年６月27日

　

５. 金融商品に関する注記

1.金融商品の状況に関する事項

当企業集団は、経営計画に照らして必要な資金を銀行等金融機関からの借入

（主として長期）により調達し、資金運用については、安全性の高い定期預金等で

一時的余資を運用しております。

　受取手形及び営業未収入金に係る各顧客の信用リスクは、与信及び期日管理を

するとともに財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握によりリスクの軽減

を図っております。

　また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに

時価の把握を行っております。

　借入金の使途は運転資金・設備投資資金であり、一部の長期借入金の金利変動

リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しておりま

す。

　なお、デリバティブは資金管理規定に従い、投機的な取引は行わないこととし

ております。
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2.金融商品の時価等に関する事項

平成28年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につ

いては、次のとおりであります。

　 （単位：千円）

連結貸借対照表計上額(*１） 時価（*１） 差 額

(1)現金及び預金 1,384,629 1,384,629 ―

(2)受取手形及び営業未収入金 2,825,718 2,825,718 ―

(3)投資有価証券

　 その他有価証券（*２） 658,687 658,687 ―

(4)支払手形及び営業未払金 (1,620,005) (1,620,005) ―

(5)短期借入金 ( ― ) ( ― ) ―

(6)長期借入金 (1,957,226) (1,964,757) 7,531

(7)デリバティブ取引 ― ― ―

（*１）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

（*２）デリバティブを組み込んだ複合金融商品を含めて表示しております。

注）1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1)現金及び預金、並びに(2)受取手形及び営業未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、

当該帳簿価額によっております。

(3)投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

　また、当社は、デリバティブを組み込んだ複合金融商品をその他有価証券に

含めて表示しておりますが、当該金融商品は組み込まれたデリバティブを合理

的に区分して測定することができないため、全体を取引先金融機関から提示さ

れた価格により評価しております。

(4)支払手形及び営業未払金、並びに(5)短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、

当該帳簿価額によっております。
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(6)長期借入金（一年以内返済長期借入金を含んでおります。）

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場

合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

　変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており

（下記(7)参照）、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、

同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算

定する方法によっております。

(7)デリバティブ取引

　金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金

と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含め

て記載しております。

2.非上場株式（連結貸借対照表計上額128,924千円）は、市場価格がなく、かつ将

来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極

めて困難と認められるため「(3)投資有価証券 その他有価証券」には含めてお

りません。

６．賃貸等不動産に関する注記

1.賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、神奈川県その他の地域において、賃貸用の倉庫・事務所（土地を含

む。）を有しております。

2.賃貸等不動産の時価に関する事項

　 (単位：千円)

連結貸借対照表計上額 時 価

1,652,878 1,552,100

注）1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であり

ます。

2.当連結会計年度末の時価は主として「不動産鑑定評価基準」に準じた調査によ

る金額であります。なお、事業用土地の再評価の方法は、「土地の再評価に関す

る法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第１項に定める算

定方法により路線価または固定資産税評価額に基づいて算出しております。

７．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 509円26銭

１株当たり当期純利益 57円21銭
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貸 借 対 照 表

(平成28年３月31日現在)
(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部) 10,284,863 (負 債 の 部) 6,018,866

流 動 資 産 4,450,859 流 動 負 債 3,302,067

現 金 及 び 預 金 916,271 支 払 手 形 68,491

受 取 手 形 39,423 営 業 未 払 金 1,842,462

営 業 未 収 入 金 2,744,966 一年以内返済長期借入金 614,015

仕 掛 作 業 支 出 金 274,697 リ ー ス 債 務 13,757

貯 蔵 品 2,342 未 払 金 53,079

関 税 等 立 替 金 295,033 未 払 法 人 税 等 136,783

未 収 入 金 30,091 未 払 費 用 150,655

繰 延 税 金 資 産 109,729 関 税 等 預 り 金 38,494

そ の 他 56,984 賞 与 引 当 金 270,382

貸 倒 引 当 金 △ 18,681 そ の 他 113,946

固 定 資 産 5,834,004 固 定 負 債 2,716,798

有 形 固 定 資 産 3,128,839 長 期 借 入 金 1,343,211

建 物 343,087 リ ー ス 債 務 18,872

構 築 物 298,513 再評価に係る繰延税金負債 161,263

機 械 及 び 装 置 134,317 退 職 給 付 引 当 金 1,100,739

車 両 運 搬 具 0 長 期 未 払 金 69,140

工 具 器 具 及 び 備 品 40,299 そ の 他 23,572

土 地 2,282,394

リ ー ス 資 産 30,226

無 形 固 定 資 産 158,182 (純 資 産 の 部) 4,265,997

ソ フ ト ウ ェ ア 31,620 株 主 資 本 4,086,958

電 話 加 入 権 9,094 資 本 金 856,050

施 設 利 用 権 99,467 資 本 剰 余 金 625,295

ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 18,000 資 本 準 備 金 625,295

投資その他の資産 2,546,982 利 益 剰 余 金 2,799,750

投 資 有 価 証 券 773,998 利 益 準 備 金 140,000

関 係 会 社 株 式 403,351 そ の 他 利 益 剰 余 金 2,659,750

出 資 金 5,000 別 途 積 立 金 2,010,000

関 係 会 社 出 資 金 78,798 繰 越 利 益 剰 余 金 649,750

長 期 貸 付 金 20,000 自 己 株 式 △ 194,136

従 業 員 長 期 貸 付 金 21,215 評価・換算差額等 179,038

関 係 会 社 長 期 貸 付 金 11,563 その他有価証券評価差額金 122,750

破 産 更 生 債 権 等 55,771 土 地 再 評 価 差 額 金 56,288

差 入 保 証 金 137,610

繰 延 税 金 資 産 297,518

そ の 他 796,108

貸 倒 引 当 金 △ 53,954

資 産 合 計 10,284,863 負 債 純 資 産 合 計 10,284,863
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損 益 計 算 書

(平成27年４月１日から平成28年３月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

営 業 収 益 18,870,987

営 業 原 価 14,813,260

営 業 総 利 益 4,057,727

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,350,573

営 業 利 益 707,153

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 15,557

そ の 他 収 益 24,556 40,113

営 業 外 費 用

支 払 利 息 24,959

支 払 手 数 料 784

複 合 金 融 商 品 評 価 損 19,855

そ の 他 費 用 287 45,886

経 常 利 益 701,380

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 65,336

補 助 金 収 入 25,000 90,336

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 82

投 資 有 価 証 券 評 価 損 11,811

会 員 権 売 却 損 614 12,508

税 引 前 当 期 純 利 益 779,208

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 249,600

法 人 税 等 調 整 額 42,338 291,938

当 期 純 利 益 487,270
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株主資本等変動計算書

(平成27年４月１日から平成28年３月31日まで)

(単位：千円)

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計

資本準備金
資本剰余金
合 計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計

別途積立金
繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 856,050 625,295 625,295 140,000 1,780,000 467,550 2,387,550 △1,680 3,867,214

当 期 変 動 額

別途積立金の積立 230,000 △230,000

剰 余 金 の 配 当 △75,070 △75,070 △75,070

当 期 純 利 益 487,270 487,270 487,270

自己株式の取得 △192,456 △192,456

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当期変動額合計 ― ― ― ― 230,000 182,200 412,200 △192,456 219,744

当 期 末 残 高 856,050 625,295 625,295 140,000 2,010,000 649,750 2,799,750 △194,136 4,086,958

　
評価・換算差額等

純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

土地再評価
差 額 金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 154,049 47,229 201,278 4,068,493

当 期 変 動 額

別途積立金の積立

剰 余 金 の 配 当 △75,070

当 期 純 利 益 487,270

自己株式の取得 △192,456

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

△31,298 9,058 △22,240 △22,240

当期変動額合計 △31,298 9,058 △22,240 197,503

当 期 末 残 高 122,750 56,288 179,038 4,265,997
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個 別 注 記 表

１．重要な会計方針

　(1) 資産の評価基準及び評価方法

　 ① 有価証券の評価基準及び評価方法

　子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

　その他有価証券

　時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は、全部純資産直入

法により処理し、売却原価は、移

動平均法により算定）

　時価のないもの 移動平均法による原価法

　 デリバティブ 時価法

　 ② たな卸資産の評価基準及び評価方法

　仕掛作業支出金 個別法による原価法

（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

　貯 蔵 品 最終仕入原価法

ただし、軽油については総平均法

（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

　(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

主として定率法

ただし、親会社の大阪支店サントリー物流センタ

ー・東扇島倉庫B棟・三木インランドデポに属する

有形固定資産及び平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）は定額法。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

　 建物 ３～38年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

③ リ ー ス 資 産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする
定額法を採用しております。

④ 長期前払費用 定額法

― 31 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2016年05月23日 16時25分 $FOLDER; 31ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



　(3) 引当金の計上基準

① 貸 倒 引 当 金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権
については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
定の債権については個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上しております。

② 賞 与 引 当 金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、
将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上して
おります。

③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における
退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき当期
末において発生していると認められる額を計上し
ております。なお、退職給付債務の算定にあたり、
退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属さ
せる方法については、給付算定式基準によってお
ります。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の
平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）によ
る按分額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各期の発生時にお
ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（10年）による按分額をそれぞれ発生の翌期より費
用処理しております。

(4) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジによっております。
なお、金利スワップについては特例処理の要件を
満たす場合は特例処理を採用しております。

(5) 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっておりま
す。なお、資産に係る控除対象外消費税等につき
ましては、全額費用として処理しております。
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２．貸借対照表に関する注記

(1) 関係会社に対する金銭債権債務 短 期 金 銭 債 権 2,786千円

短 期 金 銭 債 務 837,285千円

長 期 金 銭 債 権 11,563千円

長 期 金 銭 債 務 18,618千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 1,085,235千円

(3) 担保に供している資産 建 物 254,376千円

土 地 1,226,872千円

計 1,481,249千円

(上記に対応する債務）

一年以内返済長期借入金 442,515千円

長 期 借 入 金 1,314,711千円

計 1,757,226千円
　(4) 事業用土地の再評価

 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地
の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（平成11年３月31日公布法律第24
号）に基づき、平成12年３月31日に事業用土地の再評価を行い、土地再評価差額
金を純資産の部に、再評価に係る繰延税金負債を負債の部に計上しております。

　 (再評価の方法）
「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２
条第１項に定める算定方法により路線価または固定資産税評価額に基づいて算出
しております。
　なお、同法律第10条に定める再評価を行った土地の当期末における時価評価額
（770,288千円）と再評価後の帳簿価額（1,412,637千円）との差額は642,349千円
であります。

　
３．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高 営 業 収 益 88,320千円

営 業 費 用 2,435,117千円

営業取引以外の取引高 1,998千円
　
４．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び総数 普 通 株 式 491,243株
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５．税効果会計に関する注記

　(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な内訳

繰延税金資産

　投資有価証券評価損 16,518千円

　貸倒引当金 22,241千円

　未払事業税 10,314千円

　賞与引当金 83,440千円

　未払法定福利費 12,970千円

　退職給付引当金 337,862千円

　長期未払金 21,170千円

　関係会社出資金評価損 32,518千円

　ゴルフ会員権評価損 31,737千円

　その他 5,051千円

繰延税金資産 小計 573,826千円

　評価性引当額 △118,689千円

繰延税金資産 合計 455,137千円

繰延税金負債

　その他有価証券評価差額金 △47,889千円

繰延税金負債 合計 △47,889千円

繰延税金資産の純額 407,247千円

　(2) 法定実効税率の変更

「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法

律」が平成28年３月29日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資

産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成28年４月１日以降解消されるものに限

る）に使用した法定実効税率は、前事業年度の33.1％から、回収又は支払が見込

まれる期間が平成28年４月１日から平成30年３月31日までのものは30.9％、平成

30年４月１日以降のものについては30.6％にそれぞれ変更されております。

その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が26,395

千円、再評価に係る繰延税金負債が9,058千円それぞれ減少し、当事業年度に計上

された法人税等調整額が29,085千円、その他有価証券評価差額金が2,690千円、土

地再評価差額金が9,058千円それぞれ増加しております。

― 34 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2016年05月23日 16時25分 $FOLDER; 34ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



６．関連当事者との取引に関する注記

　(1) 子 会 社

(単位：千円)

会 社 名

議決権等の
所 有
(被 所 有)
割 合

関係内容
取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

役員の
兼任等

事業上
の関係

㈱大東物流機工 直接100％
兼任
2名

陸上運送
の下請

運送料の支払
い(注)1

2,346,067 営業未払金 810,748

(注) 1.当該取引は、一般取引先と同様の取引条件によっております。
　 2.期末残高には、消費税が含まれており、取引金額には含まれておりません。

　
(2) 役 員

　(単位：千円)

氏 名

議決権等の
所 有
(被 所 有)
割 合

関連当事者と
の関係

取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

曽 根 好 貞
(被所有)
直接3.64％

当 社 代 表
取 締 役 社 長 自己株式の

取得(注)

118,800 - -

高 橋 康 秀 -
当 社 常 勤
監 査 役

14,256 - -

(注) 自己株式の取得については、平成27年８月７日開催の取締役会決議に基づき、平成27年８月10
日に東京証券取引所の自己株式立会外取引（ToSTNet-3）を利用し、平成27年８月７日の株価
終値にて取引を行っております。

７．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 479円45銭

１株当たり当期純利益 53円64銭
　

― 35 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2016年05月23日 16時25分 $FOLDER; 35ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



(連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本）

独立監査人の監査報告書

平成28年５月19日

大 東 港 運 株 式 会 社

　 取 締 役 会 御 中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 角 田 伸 理 之 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 有 川 勉 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、大東港運株式会社の平成27年４月１
日から平成28年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ
れに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関
連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討
することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、大東港運株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算
書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以 上
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(会計監査人の監査報告書謄本)

独立監査人の監査報告書

平成28年５月19日

大 東 港 運 株 式 会 社

　 取 締 役 会 御 中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 角 田 伸 理 之 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 有 川 勉 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、大東港運株式会社の平成27年
４月１日から平成28年３月31日までの第67期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行
った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及
びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類
及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、
経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以 上
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(監査役会の監査報告書謄本)

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの第６７期事業年度の
取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査
報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結

果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担
等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及
び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び
主要な事業所において事業及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社につい
ては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて
子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制その他株式会社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保する
ために必要なものとして会社法施行規則第１００条第１項及び第３項に定める体制の
整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統
制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定
期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確
保するための体制」（会社計算規則第１３１条各号に掲げる事項）を「監査に関する品
質管理基準」（平成１７年１０月２８日企業会計審議会）等に従って整備している旨の
通知を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から、金融庁の行政
処分を受け業務改善計画を提出したとの報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連
結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）
について検討いたしました。

　
２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し
ているものと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な
事実は認められません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、
当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につい
ても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　

平成28年５月20日
大東港運株式会社 監査役会

常勤監査役 高 橋 康 秀 ㊞
社外監査役 鎌 田 栄 次 郎 ㊞
社外監査役 芳 村 則 起 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案　取締役６名選任の件

　現任の取締役全員（６名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりま

すので、取締役６名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候 補 者

番 号

氏 名

(生 年 月 日)
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

候補者の所有する

当社の株式数

1
曽　根　好　貞
そ ね よし さだ

(昭和34年10月４日生)

昭和57年４月 当社入社

324,000株

平成６年６月 当社取締役

平成９年４月 当社常務取締役

平成10年６月 当社代表取締役副社長

平成11年６月 当社代表取締役社長

平成21年６月 当社代表取締役社長内部監査室担当

平成22年12月 当社代表取締役社長通関総括管理

室、法令監査室担当
平成24年６月 当社代表取締役社長内部監査室、法

令監査室、通関総括管理室管掌
平成25年４月 当社代表取締役社長内部監査室、通

関総括管理室管掌
平成27年６月 当社代表取締役社長通関総括管理室

管掌
現在に至る

2
荻　野　哲　司
おぎ の てつ じ

(昭和31年７月１日生)

昭和54年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱

東京ＵＦＪ銀行）入行

69,000株

平成17年２月 同行田町支社長

平成21年４月 当社入社社長室長

平成21年６月 当社取締役管理部担当兼社長室長

平成22年７月 当社取締役管理部門管掌兼執行役員

管理部、経理部担当兼社長室長
平成23年６月 当社常務取締役管理部門管掌

平成26年６月 当社常務取締役管理部門、内部監査

室、通関第一部、通関第二部、食品

輸入相談室管掌

平成27年６月 当社常務取締役社長補佐、管理部

門、内部監査室、通関部門管掌

現在に至る
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候 補 者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
候補者の所有する
当社の株式数

3
日　下　部
くさ か べ

　正
ただし

(昭和31年12月５日生)

昭和50年12月 ダイトウマリタイムエージェンシー

株式会社入社

40,000株

昭和61年11月 当社転籍

平成20年４月 当社営業第二部長

平成22年７月 当社執行役員営業第一部担当、営業

第二部長
平成23年６月 当社執行役員営業第一部担当、営業

第二部長・営業第三部長
平成24年７月 当社執行役員営業第一部、営業第二

部、営業第三部、営業第四部担当、

営業第三部長
平成25年６月 当社取締役営業第一部、営業第二

部、営業第三部管掌

平成27年６月 当社取締役営業部門管掌

現在に至る

4
北　田　寿　男
きた だ ひさ お

(昭和31年１月７日生)

平成２年６月 当社入社

11,000株

平成15年４月 当社港運部長

平成18年４月 当社開発部担当部長

平成18年12月 当社営業第一部長

平成22年７月 当社執行役員営業第六部、営業第七

部担当、営業第五部長
平成25年６月 当社取締役営業第四部、営業第五部

管掌

平成27年６月 当社取締役業務部、横浜支店、川崎

支店、京葉支店管掌

現在に至る

5

　※

岩　﨑　覚　之
いわ さき かく ゆき

(昭和36年11月12日生)

昭和61年４月 当社入社

12,000株

平成20年12月 当社経理部長

平成25年７月 当社執行役員総合企画部担当、経理

部長
平成26年７月 当社執行役員総合企画部、管理部担

当、経理部長
平成27年７月 当社執行役員管理部担当、経理部長

平成28年４月 当社執行役員総務部、経理部担当

現在に至る
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候 補 者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
候補者の所有する
当社の株式数

6

　※

小　野　玲　児
お の れい じ

(昭和31年12月３日生)

昭和57年４月 株式会社神戸製鋼所入社

－株

平成７年１月 同社鉄鋼事業本部生産本部加古川製

鉄所製銑部製銑室長
平成13年10月 同社鉄鋼部門神戸製鉄所製銑・製鋼

部製銑技術室長
平成17年４月 同社鉄鋼部門神戸製鉄所製銑部長

平成21年４月 同社理事鉄鋼部門神戸製鉄所副所長

平成22年４月 神鋼物流株式会社 顧問

平成22年６月 同社取締役鉄鋼事業本部加古川事業

所副所長、同加古川事業所製品物流

部長

平成23年６月 同社常務取締役鉄鋼事業本部加古川

事業所長

平成25年６月 同社常務取締役鉄鋼事業本部長、同

加古川事業所長

平成27年６月 同社常務取締役鋼材製品本部長

現在に至る

(注) 1. ※は新任の取締役候補者であります。

2. 取締役候補者小野玲児氏は、社外取締役候補者であります。

3. 取締役候補者小野玲児氏が社外取締役に選任された場合、当社は同氏と

の間で、当社の定款に基づき責任限定契約を締結する予定であります。

これらの契約内容の概要は当該契約に基づく損害賠償責任の限度額を、

法令が規定する額としております。

4. 取締役候補者小野玲児氏は神鋼物流株式会社の常務取締役を兼務してお

ります。

神鋼物流株式会社と当社との間には、運送料、構内作業料等の収入およ

び事務所賃借料の支払いについて取引関係にあります。

5. 社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。

　 社外取締役候補者の選任理由等について

① 小野玲児氏には株式会社神戸製鋼所での豊富な経験と幅広い見識

を当社の経営にいかしていただくため、社外取締役として選任をお

願いするものであります。

② 小野玲児氏は株式会社神戸製鋼所および神鋼物流株式会社での経

験と実行力をもって、当社においてもその見識や実績をいかし、社

外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して

おります。

6. その他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

なお、会社法施行規則第74条に定める、取締役の選任に関する議案に記

載すべき事項につきましては、上記の他に特記すべき事項はありません。
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第２号議案　監査役１名選任の件

　現任の監査役３名のうち、高橋康秀氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満

了となりますので、監査役１名の選任をお願いするものであります。

　本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位及び重要な兼職の状況
候補者の所有する
当社の株式数

持　田　哲　夫
もち だ てつ お

(昭和28年６月６日生)

昭和56年２月 当社入社

24,000株

平成15年４月 当社営業第三部長

平成22年７月 当社執行役員営業第三部長

平成23年６月 当社取締役大阪支店管掌兼執行役員大阪支

店、神戸営業所・福岡営業所担当
平成24年11月 当社取締役大阪支店長、神戸営業所・福岡営

業所管掌

現在に至る

　(注) 1. 持田哲夫氏は新任の監査役候補者であります。

　 2. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

　 なお、会社法施行規則第76条に定める、監査役の選任に関する議案に記

　 載すべき事項につきましては、上記の他に特記すべき事項はありませ

　 ん。

以 上
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国道15号線

札の辻
至虎ノ門

西口

三 田 駅
都営地下鉄三田線・浅草線

田 町 駅
東口

東京工業大学

札
の
辻
橋田町グランパーク

GS
吉野家

交番

ホテルJALシティ田町･東京

新
芝
橋

芝浦運河

交番

ローソン 芝浦工業大学

芝浦
クリニック

品川方面
東京方面

株主総会会場ご案内図
　

会場 東京都港区芝浦三丁目16番18号

ホテルJALシティ田町・東京

地下１階「瑞祥」

電話 03－5444－0202(代)

　

　
●最寄駅

JR山 手 線 ・ 京 浜 東 北 線「田町駅」下車 徒歩約８分

都営地下鉄三田線・浅草線「三田駅」下車 徒歩約12分
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